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第１章  下水道事業ビジョンについて 

第１節 策定の趣旨 

下水道事業は生活環境の改善や浸水被害の軽減、公共用水域の水質保全等の役割を担っ

ており、快適かつ安全な生活を営む上で重要な事業になっています。 

一方で、将来における人口減少や高齢化社会による財政的な制約、集中豪雨や地震等の

自然災害における安全性の確保、施設の老朽化などの課題も有しており、これらの課題に

も対応していく必要があります。 

本町では、平成 22 年度に『中井町下水道ビジョン（計画期間：平成 23 年度～令和 2 年

度）（以下、「前回ビジョン」という）』を策定し、中・長期的な視点に立ち、計画的に

事業を進めてきました。 

前回ビジョン以降、国では、平成 17 年 9 月に策定した『下水道ビジョン 2100』を見直

し、平成 26年 7月に『新下水道ビジョン』を策定・公表しています。このなかで、下水道

が果たすべき究極の使命として「持続的発展が可能な社会の構築に貢献（Sustainable 

development）」することが掲げられています。この下水道の使命にかんがみ、『下水道

ビジョン 2100』で掲げた「循環のみち下水道」という方向性を堅持しつつ、その上で、使

命を実現するための長期ビジョンとして、「循環のみち下水道の成熟化」を図るため、

「循環のみち下水道の持続」と「循環のみち下水道の進化」を 2 つの柱に位置付け、当面

（10年程度）取り組むべき施策が示されました。 

その後令和 3 年 3 月に『中井町下水道事業ビジョン』を策定しました。今回、その中間

年を迎えましたが、下水道事業を取り巻く環境は日々変化しています。令和 4 年度には

『新下水道ビジョン』及びその後の新下水道ビジョンの実現加速のため、社会情勢等を踏

まえ、選択と集中により国が 5 年程度で実施すべき 8 つの重点項目をとりまとめられた

『新下水道ビジョン加速戦略（令和 5 年 3 月改定）』が策定されました。また、令和 5 年

度には新たな官民連携方式(ウォーターPPP)が示されています。 

本町においてもこれらを踏まえ、このたび、中井町下水道ビジョン後期計画を策定しま

した。本ビジョン後期計画を下水道事業の運営方針とし、これからの下水道の基本方針と

取り組む施策を示します。 
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第２節 計画の位置付けと期間 

中井町では、町の最上位計画として『第七次中井町総合計画』を令和 8 年度から始まり

ます。本ビジョンでは前回ビジョンを振り返り、枠組みや施策などの面で町の上位計画と

整合を図りつつ、『新下水道ビジョン』並びに『新下水道ビジョン加速戦略』を基に下水

道事業の目指すべき将来像とそれを見据えた基本理念を定め、その実現に向けた中・長期

的な取り組みや施策を示します。 

なお、本町の下水道は、神奈川県が管理する酒匂川流域下水道に属しており、神奈川県

との連携を図り、事業を実施しています。 

 

図 １.１ 中井町下水道事業ビジョンの位置付け 

 

本ビジョン後期計画の計画期間は、令和 8年度をプランの中間年度として、令和 12年度

までの 5 年間について定めるものとします。さらに、50 年、100 年先の将来を見据えつつ、

計画目標年度以降の後期的な構想についても視野に入れることとします。 

 

 

 

 

 

図 １.２ 中井町下水道事業ビジョンの計画期間 

令和 3 年度 令和 12 年度 令和 8 年度 

前回ビジョン 将来像の実現 

本ビジョン計画期間：10 年間 



3 

 

第２章 中井町の概況と地域特性 

第１節 地勢 

本町は、神奈川県の西部、足柄上

郡の東端に位置し、東京から約

60km、横浜からは約 40km の距離に

あります。町域は東西約 5.9km、南

北約 6.0km、面積は 19.99km2で、北

は秦野市、東は平塚市、南は小田原

市および二宮町、西は大井町に接し

ています。 

大磯丘陵に属しており、南東部は

概ね緩やかな傾斜地で、北西部は山

地丘陵となっています。中村川、藤

沢川、および葛川が町を南下して相

模湾へ注いでおり、相模湾の影響を

受けて冬は暖かく夏は涼しい気候となっています。 

北部には東名高速道路が東西に横断しており、東部の井ノ口地区には秦野中井インター

チェンジがあります。南北に走る主要地方道秦野二宮線は、秦野中井インターチェンジと

国道 1 号線、国道 246 号線を結んでおり、整備が計画されている厚木秦野道路を含め、各

広域道路を結ぶ道路交通の要衝となっています。 

 

第２節 人口動態（将来人口推計） 

令和 3 年に策定した本町の「中井町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」では、「国立社会

保障・人口問題研究所（社人研）」の公表した「日本の地域別将来推計人口（平成 30 年 3 月推

計）」を踏まえ、目標年次である令和 42 年で約 6,000 人の人口規模の確保を目標としました。し

かし、令和 5 年の「国立社会保障・人口問題研究所（社人研）」の推計によれば令和 32 年には

6,000 人を割り込む推計と

なっており、町の政策の結

果やその他影響によっては

町の想定以上の速度で人口

減少が進行するものと見込

まれます。 

 

 

 

図 ２.１ 本町の位置と主要交通網 

図 ２.２ 本町の人口推定 
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第３節 都市計画及び土地利用状況 

本町の都市計画区域は、行政区域全域を対象とした 1,999ha としています。なお、都市

の郊外への無秩序な拡散（いわゆるスプロール化）の弊害を除き、健全で秩序ある都市へ

の誘導を図るために、都市の発展の動向（人口・産業の伸び等）を勘案して、都市計画区

域を市街地として積極的に整備する区域「市街化区域」233ha と、当分の間市街化を抑制

する区域「市街化調整区

域」1,766ha に区分し、

用途を指定したまちづく

りが進められています。 

土地利用状況として

は 、 行 政 区 域 面 積

1,999haに対して、令和6

年度現在、宅地利用が

236.7ha と約 12％となっ

ています。近年、緩やか

に宅地化が進んでおり、

田畑としての土地利用の

減少がみられます。 

 

 

注.土地利用状況は、税務町民課調べによる。 

図 ２.３ 本町の土地利用状況 

図 ２.４ 本町の都市計画 
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第４節 気象状況 

本町の気候は、温暖湿潤で冬は乾燥した晴天が続き、季節風が吹きやすく、台風、梅雨

による降雨が目立つ気象条件をもっています。近年 5 ヵ年では、平均気温は約 16～18℃、

年降水量 1,400～2,300mm となっています。 

 

表 2-1 近年の気象状況（小田原市消防本部管内） 

  

注.気象データは、小田原市消防本部「消防年報」による。 

 

第５節 地質・地盤、活断層の状況 

本町に分布する地層は、新生代第三紀の中新世中期から第四紀までの地質時代に関係し、

地震、火山、褶曲、海溝の形成等により形成され、地質的には凝灰岩の上に火山灰・火山

角礫の重なった丹沢層群と、礫岩層又は火砕岩層からなる足柄層群などによって構成され

ています。また、本町内には断層帯は見られませんが、本町の北部に秦野盆地断層帯、西

部に国府津－松田断層帯等が確認されています。 

1923 年に発生した関東地震を再現したマグニチュード 8.2 の大正型関東地震が発生した

場合の想定震度は、町全域で震度 6強～7になると予測されています。 

表 2-2 想定地震 

 

 

 

 

 

 

 

平均 最高 最低

令和3年 17.0 36.3 -1.3 66.8 1,793.0

令和4年 16.7 35.2 -2.4 66.9 1,910.0

令和5年 16.6 37.4 -2.3 68.5 1,628.5

令和6年 17.7 36.7 -3.7 68.4 1,468.0

令和7年 18.1 38.4 -1.2 70.0 2,266.5

年度
気温（℃） 平均湿度

（％）

降水量

（mm）

図 ２.５ 想定地震動（大正型関東地震） 

注. 「e-かなマップ・地震被害想定調査結果 

マップ」（神奈川県）より編集。 出典：中井町地域防災計画 
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第６節 公共用水域（河川）の水質状況 

本町内には、二級河川中村川、藤

沢川などの河川が流れています。 

本町を流れる主な河川のうち、葛

川と中村川の BOD 濃度については、

環境基準水域類型指定は C 類型とな

っており、水質測定の結果、すべて

の地点で環境基準を達成していま

す。 

なお、BODは Biochemical Oxygen 

Demand（生物化学的酸素要求量）の

略です。水中の有機物が好気性微生

物により分解される過程で消費され

る水中の酸素量（溶存酸素量）のこ

とで、河川における有機物による水

質汚濁の指標となっています。BOD

濃度は、数値が大きいほど有機物が

多く、水質汚濁が進んでいることを

示します。環境基準 C 類型では、

BOD5mg/Lを満足する必要があります。 

 

注.産業環境課「河川水質調査結果」による。 

注.濃度が定量下限値を下回ったものは 0と記載している。 

図 ２.７ 本町の河川水質状況（BOD濃度の推移） 
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第３章 中井町下水道事業の概要 

第１節 中井町生活排水処理基本計画における下水道の位置付け 

『中井町生活排水処理基本計画』は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年

12月 25日法律第 137号）」に基づき、生活排水に関する長期的な方針を示した計画です。

本計画は、生活排水処理計画とし尿・汚泥処理計画で構成されています。 

平成 15年 3月に当初計画を策定し、その後、平成 20年度、平成 30年度の 2回の見直し

を行い、現在の計画は、計画期間を令和元年度から令和 10 年度までの 10 年間としていま

す。 

本町で発生する生活排水は、し尿は公共下水道、合併処理浄化槽、単独浄化槽及びくみ

取りにより処理されています。生活雑排水は公共下水道および合併処理浄化槽により、し

尿とともに処理されますが、その他は未処理で公共用水域に排出されます。なお、くみ取

りのし尿および浄化槽汚泥は、足柄上衛生組合（本町を含む 1 市 5 町により構成）が管

理・運営を行っている足柄衛生センターにおいて処理されています。 

現行計画において、効率的な生活排水処理を実施するため、公共下水道区域の見直しが

図られており、令和 10 年度における下水道処理人口普及率は、約 61％（＝公共下水道処

理人口 5,380人／行政人口 8,842人）と予測されている。 

 

 図 ３.１ 本町の生活排水処理体系（生活排水処理基本計画） 
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図 ３.２ 本町の生活排水処理区域（生活排水処理基本計画（見直し区域）） 

 

表 3-1 本町の生活排水処理の将来予測結果（生活排水処理基本計画）

 
    注.表中の H35 年度は令和 5 年度、H40年度は令和 10 年度を示す。 
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第２節 中井町公共下水道計画 

本町の下水道は、酒匂川流域下水道に属する流域関連公共下水道として事業を実施して

います。本町の汚水は、他の流域下水道構成市町の汚水とともに収集され、神奈川県が管

理する酒匂水再生センター（酒匂川流域下水道左岸処理場）で処理され、酒匂川へ放流さ

れています。 

本町では、平成元年 3 月に中井町公共下水道基本計画を策定した後、平成 2 年 1 月に中

村地区とグリーンテクなかいの境地区 116ha の事業認可を得て着手し、これまで、区域拡

大を行い、令和元年度末で、約 252.3ha（市街化区域 221.17ha、市街化調整区域 31.17ha）

の汚水整備が完了したところです。 

なお、令和 2 年度には、先に示した『中井町生活排水処理基本計画』における計画区域

を反映した計画の見直しを実施しました。 

 

表 3-2 酒匂川流域下水道全体計画の概要（目標年度：令和 12年度） 

 
注. 令和 2 年度策定酒匂川流域下水道全体計画（神奈川県）による。なお、上段（ ）旧計画値を示す。 

 

出典：令和 2 年度策定酒匂川流域下水道全体計画（神奈川県） 

図 ３.３ 酒匂川流域下水道計画概要図 

酒匂水再生センター 
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本町の公共下水道計画は、酒匂川流域下水道計画と整合を図って策定しており、全体計

画区域の面積は 306.05ha、計画人口は 6,690人です。雨水事業は単独公共下水道事業で、

独自に計画を策定しており、全体計画区域は 306.05haで、5年に 1度の確率で発生する降

雨（1時間当たり 51mm）に対応する計画としています。 

また、事業の進捗を図るため、平成元年度の事業着手以降、概ね 5～7 年間の事業計画

を定めています。これまでに計画の変更を行い、現在は、事業期間が平成元年度から令和

12年度までで、汚水は計画面積 306.05ha、計画処理人口 6,460人、雨水は 228.4haの事業

計画を策定し、事業を実施しています。 

 

表 3-3 中井町公共下水道の概要（汚水） 

項  目 全体計画 事業計画 備  考 

計画目標年次 令和 12 年度 令和 12 年度  

計画面積 306.05ha 306.05ha  

計画人口 6,690 人 6,460 人  

計画汚水量 6,502m3/日 6,397m3/日 日最大 

注. 全体計画は令和 2 年度、事業計画は令和 5 年度策定による。 

表 3-4 中井町公共下水道の概要（雨水） 

項  目 全体計画 事業計画 備  考 

計画面積 306.05ha 236.2ha  

降雨強度 5 年確率 1 時間降雨量 51mm 

流出係数 0.40～0.75  

注. 全体計画は令和 2 年度、事業計画は令和 5 年度策定による。 
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注. 令和 5 年度策定による。 

図 ３.４ 中井町公共下水道計画一般図（汚水） 
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注. 令和 5 年度策定による。 

図 ３.５ 中井町公共下水道計画一般図（雨水） 
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第４章 下水道事業の将来像 

第１節 国及び中井町総合計画の施策方向性 

（１）  新下水道ビジョン及び新下水道ビジョン加速戦略（国土交通省） 

国土交通省では、21 世紀型下水道のあり方として、「循環のみち」をコンセプトとして、

持続可能な循環型社会の構築や「排除・処理」から「活用・再生」への転換を図るため、

平成 17 年に『下水道ビジョン 2100』がとりまとめられました。また、この実現のため、

平成 19年度には、「水のみち」、「資源のみち」及び「施設再生」の 3つの基本方針を踏

まえつつ、現下の下水道が直面している課題を解消するため、中期（概ね 10 年程度）の

下水道政策の基本的方向と施策ごとの整備目標及び具体施策の考え方についてとりまとめ

た『下水道中期ビジョン』が策定されました。 

その後、少子高齢化や、管理時代への移行、大規模災害の発生リスクの増大など、社会

経済情勢の変化を受け、平成 26年 7月には『新下水道ビジョン』が策定されています。 

『新下水道ビジョン』では、『下水道ビジョン 2100』で掲げた「循環のみち下水道」の

成熟化を図るために、「循環のみち下水道の持続」、「循環のみち下水道の進化」を 2 つ

の柱に位置付け、当面（10年程度）取り組むべき施策が示されています。 

また、平成 29年 8月には、『新下水道ビジョン』の実現加速のため、社会情勢等を踏ま

え、選択と集中により国が 5 年程度で実施すべき 8 つの重点項目及び基本的な施策をとり

まとめた『新下水道ビジョン加速戦略』が示されています。加えて、令和 4 年度には加速

戦略記載の取組内容を精査し、新たな取り組みを追加した上で『新下水道ビジョン加速戦

略(令和４年度改訂版)』を公表しています。 

 
出典：国土交通省「新下水道ビジョンのについて(概要)」 

図 ４.１ 新下水道ビジョンの概要 
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出典：国土交通省 「新下水道ビジョン加速戦略～実現加速へのスパイラルアップ～ 令和 4年度改訂版」 

図 ４.２ 新下水道ビジョン加速戦略の概要 
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（２）  第七次中井町総合計画（中井町） 

『第七次中井町総合計画』（計画期間：令和 8年度～令和 17年度）は、本町のまちづく

りを 10年という長期的な視点から進めるための指針となる計画です。 

本町では、まちの将来像（目標とする10年後のまちの姿）を次のように定めています。 

“町民が幸福を実感できるまち なかい ～里
さ

都
と

まちで「よく生きる」～” 

また、基本構想においては、目指す将来像の実現に向けて、3 つの基本的な考え方であ

る「町民一人ひとりが主役・多様性を尊重・次世代につなぐ」を定め、以下 6 つの方向性

が示されています。 

 

 

出典：第七次中井町総合計画 

図 ４.３ 第七次中井町総合計画における体系 
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（３）  【参考】持続可能な開発目標 SDGs （国連） 

持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）とは，平成 27年 9月の

国連サミットで採択された『持続可能な開発のための 2030 アジェンダ』にて記載された

平成 28年から令和 12年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。 

持続可能な世界を実現するため、17 のゴール（目標）と 169のターゲット（取り組み・

手段）から構成され，地球上の「誰一人取り残さない（leave no one behind）」ことを誓

っています。 

本ビジョンにおける取り組みを進めることで、下水道事業として同目標の達成に寄与し

ていくことが必要です。 

 

 

 

図 ４.４ 持続可能な開発目標（SDGs） 
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第２節 基本理念と基本方針 

『第七次中井町総合計画』では、町の将来像を「“町民が幸福を実感できるまち なか

い ～里都まちで「よく生きる」～”」とし、さらなるまちの発展を目指しており、その

実現のため、まちづくりを進めるための基本的な考え方をを“町民一人ひとりが主役”、

“多様性を尊重”、“次世代につなぐ”としています。 

本町では、まちづくりの基本的な考え方の一つである“次世代につなぐ”に関して、持

続の観点から下水道事業として貢献できるものと考え、施策の展開にあたり、前期計画で

ある第六次総合計画も踏まえ、中井町下水道ビジョン前期計画の理念・方針を継続するも

のとします。 

 

＜基本理念＞ 

“豊かな環境に貢献する魅力ある持続可能な下水道” 

 

＜基本方針＞ 

① 豊かな自然環境の保全と快適な生活環境の構築（快適） 

② 災害の未然防止と減災・防災体制の充実（安心） 

③ 地域における情報発信・下水道の見える化（活力） 

④ 将来にわたる安定した事業継続（持続） 
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第３節 施策体系 

基本理念及び基本方針のもと、以下に示す施策に取り組みます。 

 

表 4-1 施策体系 

基本 

理念 
基本方針 主な施策 目標／取組内容 

豊
か
な
環
境
に
貢
献
す
る
魅
力
あ
る
持
続
可
能
な
下
水
道 

快適 
豊かな自然環境

の保全と快適な

生活環境の構築 

汚水整備 

目標：汚水処理施設の早期概成 

①効率的な施設計画の策定 

②汚水管きょ整備 

安心 
災害の未然防止

と減災・防災体

制の充実 

浸水対策 

目標：浸水被害の軽減（総合的な浸水対策の実施） 

①雨水管理総合計画の策定 

②雨水管きょ及び流出抑制施設の整備 

（ハード対策の実施） 

③ソフト対策の実施 

地震対策 

目標：地震被害の軽減（総合的な地震対策の実施） 

①重要な幹線等の耐震化促進 

②業務継続計画（下水道 BCP）の実践 

維持管理 

目標：マネジメントサイクルの確立 

①計画的な維持管理の実践 

②雨天時浸入水対策の実施 

③施設及び維持管理情報の一元管理 

活力 
地域における情

報発信・下水道

の見える化 

情報発信の 

充実 

目標：住民・事業者との協業 

①下水道イベント及び広報活動の実施 

②マンホールカードの配布 

③下水道経営状況の開示 

持続 
将来にわたる安

定した事業継続 

経営戦略の 

実践 

目標：経営基盤と財政マネジメントの強化 

①適正な執行体制の確保 

②広域化・共同化（神奈川県等との連携継続） 

③収支見通しに基づく事業運営 
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第５章 将来像の実現に向けて（具体的な取り組み） 

第１節 取り組み施策及び内容 

（１）  汚水整備 

１）  取り組みの必要性（現状と課題） 

本町の汚水整備手法は、公共下水道と合併処理浄化槽を採用しており、それぞれの整備

手法に適した整備計画区域を定めています。公共下水道は、市街化区域を中心とする町域

306.05haを整備計画区域としています（生活排水処理基本計画）。 

公共下水道については、計画区域に対して、下水道事業に着手した平成 3 年度以降、数

度にわたり、事業区域を拡大し、

現在、計画区域の全域の事業計画

を取得し、整備を進めています

が、令和 6 年度末現在、整備面積

252ha （ 計 画 区 域 に 対 し て 約

82.5％）となっており、残区域に

ついて整備を継続していく必要が

あります。 

なお、下水道処理人口普及率

（行政人口に対する下水道処理人

口の比率）は、約75.2％（＝6,667

人／8,860人）となっています。 

 

２）  取り組みのあり方（目標と施策） 

汚水処理施設整備については、豊かな自然環境を保全し、快適な生活環境の構築に寄与

するものであり、適切な役割分担のもと、下水道計画区域内の開発予定区域の整備を着実

に進めます。なお、下水道計画区域外の市街化調整区域に対しては、合併処理浄化槽の設

置促進を図り、汚水処理施設の早期概成を目指します。 

下水道の整備にあたっては、地域の特性を踏まえた施設計画を策定し、効率的な整備を

実施します。 

 

＜目標＞ 

汚水処理施設の早期概成 

＜施策＞ 

① 効率的な施設計画の策定 

② 汚水管きょ整備 

 

注.整備率については、現計画面積 306.05haに対する値を示す。 

図 ５.１ 整備面積の推移 
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３）  具体的な施策内容 

① 効率的な施設計画の策定 

今後の整備にあたっては、市街化区域の整備が完了しており、市街化調整区域約

54haの整備が対象となります。 

開発予定区域（市街化調整区域）の特性を踏まえ、家屋や事業所の立地及び地形、

今後の開発予定等を勘案し、経済性や施工性等を踏まえた効率的な施設計画を策定し

ます。 

② 汚水管きょ整備 

整備対象区域約 54ha のうち、立案した施設計画をもとに、早期の概成（下水道計画

区域内の普及率 100％）を目指して、汚水管きょ整備を推進します。 

なお、整備にあたっては、汚水管きょ整備の要否及び普及促進の観点から整備スケ

ジュールを策定し、計画的に整備を進めます。 

 

 

図 ５.２ 開発予定箇所図 

現在、太陽光発電施設設置用地となってお

り、公共下水道整備にあたっては、今後の

土地利用状況により必要に応じて整備 

沿道開発見込地 

■ 開発予定区域 

土地区画整理事業 
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（２）  浸水対策 

１）  取り組みの必要性（現状と課題） 

本町の公共下水道による雨水整備については、1 時間最大 51mm/hr の降雨（計画降雨）

を対象とした整備を進めています。 

現在、全体計画区域 306.05ha に対して、236.2ha の事業計画を取得し、雨水管きょの整

備を進めており、令和 6 年度末現在の整備面積は 206ha（全体計画区域に対して約 67.3％、

事業計画区域に対して 87.2％）となっています。市街化区域については、概ね整備が進捗

しており、現時点で大規模な浸水被害は発生しておらず、一定の整備効果がみられます。 

雨水管きょ整備（ハード対策）には、多大な費用と期間を要するため、今後は、市街化

調整区域に対する整備のあり方を検討していく必要があります。 

なお、本町では、令和 3 年 3 月に洪水ハザードマップを策定しており、想定し得る最大

規模の降雨（24 時間総雨量 335mm）により中村川の中流域～下流域の広い地域で浸水被害

が発生すると予測しています。 

また、洪水ハザードマップ（外水による浸水想定）のほか、想定最大規模降雨による内

水ハザードマップ(内水による浸水想定)の作成・公表を予定しています。 

 

図 ５.３ 中井町土砂災害・洪水ハザードマップ（外水による浸水想定） 
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また、近年、全国的に局地的な大雨が頻発しています。気候変動に関する政府間パネル

（ICPP）第 6 次評価報告書には「人間活動が主に温室効果ガスの排出を通して地球温暖化

を引き起こしてきたことには疑う余地がなく、1850～1900 年を基準とした世界平均気温

は 2011～ 2020 年に 1.1°C の温暖化に達した」とあります。また、同資料において 21

世紀末までに、世界平均気温がさらに 1.5℃は上昇すると予測されています。さらに、気

象庁によれば、大雨(1時間 50mm 以上の降雨)の年間発生回数は有意に増加しており、より

強度の強い雨ほど増加率が大きくなっています。 

今後、計画降雨に対する未整備区域への対応の他、計画規模を超える降雨への対応も必

要になると想定されます。 

 

出典：気候変動に関する政府間パネル 第 6 次評価報告書                出典：気象庁資料より作成  

図 ５.４ 世界の地上気温の経年変化 図 ５.５ 1時間降雨量 50mm以上の年間発生回数 

 

２）  取り組みのあり方（目標と施策） 

水災害の未然防止と減災・防災体制の充実を図るため、公共下水道による雨水管きょ整

備を進めるとともに、局地的な集中豪雨や降雨規模の増大等の気候変動に対しては、ソフ

ト対策や関係機関との連携、住民の自助促進等による総合的な浸水対策により、被害の軽

減を目指します。 

 

＜目標＞ 

浸水被害の軽減（総合的な浸水対策の実施） 

＜施策＞ 

① 雨水管理総合計画の策定 

② 雨水管きょ及び流出抑制施設の整備（ハード対策の実施） 

③ ソフト対策の実施 
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３）  具体的な施策内容 

① 雨水管理総合計画の策定 

今後の計画降雨に対する整備は、市街化調整区域の整備が主となりますが、「選択と集

中」等の観点から、洪水ハザードマップの情報に加えて、内水における浸水リスクを評価

し、雨水整備の優先度の高い地域を中心に対策を実施していくことが考えられます。 

また、近年の気候変動を踏まえると、「事前防災・減災」の観点からも、既に整備され

た地区に対しても、再度、浸水リスク評価を実施したうえで、当面・中期・長期において

浸水対策を実施すべき区域や目標とする整備水準、施設整備の方針等の基本的な事項を定

めた雨水管理総合計画を策定します。 

なお、同計画においては、計画降雨に対する下水道によるハード整備のみならず、既存

ストックを有効に活用するとともに、多様な主体との連携やソフト対策を組み合わせた段

階的かつ総合的な対策を検討していきます。 

表 5-1 浸水対策の考え方 

 

出典：下水道施設計画・設計指針と解説 前編-2019 年版- 公益社団法人日本下水道協会 

 

② 雨水管きょ及び流出抑制施設の整備（ハード対策） 

策定する雨水管理総合計画における浸水リスク及び各地区の目標とする整備水準を踏ま

え、雨水を速やかに排除するための雨水管きょの整備を進めます。なお、整備にあたって

は、既存水路等の既にあるストックを活用し、効率的に整備を行うとともに、段階的な整

備水準の向上を目指します。また、必要に応じて、雨水流出量を抑制するための貯留施設

や浸透施設の整備を行います。 
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③ ソフト対策 

雨水排除施設の整備途上及び計画規模を超える降雨に対しては、浸水被害の軽減にあた

ってハード対策だけでは限界があることから、防災部局との連携等により、ソフト対策を

実施していきます。本町では、地域防災計画による防災対策の推進、住民の自助促進のた

め、洪水ハザードマップの公表の他、『中井町防災ガイドブック』を発刊し、水害に対す

る備えについて情報を発信しています。 

また、水防法第 14 条の２の規定に基づき、雨水出水浸水想定区域の指定（雨水出水浸

水想定区域図の公表）に向けて取組を行っています。雨水出水浸水想定区域とは、想定最

大規模の降雨（1 時間当たり 153mm の降雨）により下水道等の排水施設で雨水が排除でき

なくなった場合に、浸水が想定される区域のことです。雨水出水浸水想定区域図を作成・

公表するとともに、内水ハザードマップを公表することにより、外水はん濫と内水はん濫

の両方の浸水リスクに対する事前の備えや避難に活用していただくことを想定しています。 

  

 
図 ５.６ 中井町防災ガイドブック（抜粋）  
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（３）  地震対策 

１）  取り組みの必要性（現状と課題） 

本町を含む大磯丘陵一帯は地震活動が活発な地域で、周辺には秦野断層や国府津－松田

断層帯があります。また、南関東を震源とした大地震が発生した場合の想定震度は最大 7

となっており、大きな被害が生じることが予想されます。 

大地震により下水道施設が大きな被害を受けた場合、道路陥没や地盤の液状化によりマ

ンホール浮上などが発生し、下水道を使用できなくなる可能性があります。また、緊急車

両や被災者などの通行の妨げとなり、救助活動や避難が遅れる可能性があります。 

昭和 56年に策定された下水道施設の耐震基準は、その後の阪神淡路大震災（平成 7年）

や新潟県中越地震（平成16年）などの被害実績を反映させながら、改訂されてきました。 

本町の下水道施設も、設計当時の基準に従って整備されてきましたが、整備当初の管き

ょには現在の耐震基準を満たしていないものもあり、想定地震における耐震性を確認し、

事前の備えを行う必要があり、下水道施設の老朽化を踏まえ、老朽化対策と併せて耐震化

を実施します。なお、緊急輸送路下などの重要な幹線等に対する耐震化率は 49.2％となっ

ています。 

また、被災時における早期普及や住民の自助による減災対策も重要となります。 

 

図 ５.７ 中井町地震ハザードマップ（地震による揺れやすさ） 
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２）  取り組みのあり方（目標と施策） 

地震災害の未然防止と減災・防災体制の充実を図るため、公共下水道施設の耐震化を進

めるとともに、発災時に対しては、関係部局と連携による業務継続計画（下水道 BCP）の

実践や、住民の自助促進による総合的な地震対策により、被害の軽減を目指します。 

 

＜目標＞ 

地震被害の軽減（総合的な地震対策の実施） 

＜施策＞ 

① 重要な幹線等の耐震化促進 

② 業務継続計画（下水道 BCP）の実践・見直し 

 

３）  具体的な施策内容 

① 重要な幹線等の耐震化促進 

大規模地震に対しては、下水道施

設の現行の耐震基準に適合していな

い平成 9 年度以前に布設した管きょ

のうち、緊急輸送路下などの重要な

幹線等の約 3.3km を対象とし、耐震

性の確認を進め、必要に応じて、耐

震化を図ります。また、耐震化につ

いては老朽化対策により、その耐震

性の確保も可能なことから、老朽化

対策と併せて効率的に進めていきます。 

町では、令和 7年に中井町上下水道耐震化計画を策定しており、令和 11年度末までに避

難所等の重要施設に接続する下水道管路 4.7kmについて耐震化を実施する予定です。 

 

② 業務継続計画（下水道 BCP）の実践・見直し 

本町では、地域防災計画の他、業務継続計画（BCP）を策定しており、発災時における

下水道機能の速やかな復旧が可能となるよう、備えています。発災時には水道施設も被災

することが考えられることから、上下水道一体で BCPを策定しています。 

地域防災計画並びにこの下水道 BCP に基づき、迅速かつ的確に行動できるよう、職員の

意識と対応力向上のため、関連機関、関連部署、住民等とも連携した事前対策や定期的な

訓練を実施していきます。また、住民に対しては、防災に対する情報提供を適宜実施し、

防災意識の向上に寄与します。BCP については国の動向を踏まえ、適宜見直しを行います。 

 
出典：国土交通省資料 

図 ５.８ 耐震化工事の事例 

■マンホールと管きょの継ぎ手部の耐震性強化 

接続管きょと
マンホールの
接続部を柔軟
に可動させる 
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出典：国土交通省水管理・国土保全局下水道部「下水道 BCP 策定マニュアル 2022 年版（自然災害編）令和 5年 4 月 」 

図 ５.９ 業務継続計画（下水道 BCP）の効果イメージ(地震・津波、水害の場合) 

 

  



28 

 

 

出典：国土交通省水管理・国土保全局下水道部「下水道 BCP 策定マニュアル 2022 年版（自然災害編）令和 5年 4 月 」 

図 ５.１０ 業務継続計画（下水道 BCP）の効果イメージ(降灰後に降雨が発生した場合) 

 

図 ５.１１ 全体の防災訓練（図上訓練）  
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図 ５.１２ 中井町防災ガイドブック（抜粋） 
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（４）  維持管理 

１）  取り組みの必要性（現状と課題） 

本町の下水道整備については、平成 3年度から開始し、令和 6年度末現在、約 52.3kmの

管きょと 3 ヵ所のマンホールポンプを有しています。当初整備した管きょについては、現

在約 30 年が経過しています。また、下水道整備より以前に開発された六斗山地区や砂口

尻地区について移管を受けており、当該施設については、整備から 50 年以上経過してい

ます。 

一般に、下水管は整備後から徐々に劣化が進み、30 年程度経過した頃から管きょの破損

による道路陥没などの事故が発生しやすくなると言われています。整備早期に布設された

管きょについては、ヒューム管も多く、老朽化により、劣化が進行していることも想定さ

れます。劣化によって管きょに発生した破損やクラックなどの異常により、管きょ周辺で

の空洞発生による道路陥没の発生の他、地下水流入による下水量の増加で維持管理費が増

大するなど、日常生活や社会活動に重大な影響を及ぼすとともに、下水道事業経営の悪化

につながります。 

 

図 ５.１３ 管種別管きょ延長 

 

これまでに整備した下水道施設の機能を長期間にわたって適切に維持するためには、異

状の程度が低い段階から修繕等の対応を図り、下水道施設の破損等の異状による事故発生

や機能停止を未然に防止していく必要があります。 

本町では、令和 6 年度に、下水道施設を適切に維持管理するため、『中井町公共下水道

（第Ⅰ期）ストックマネジメント計画』を策定しました。なお、ストックマネジメントと

は、持続可能な下水道事業の実現を目的に、膨大な下水道施設の状況を客観的に把握、評
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価し、長期的な施設の状態を予測しながら、下水道施設を計画的かつ効率的に管理するこ

とです。 

第Ⅰ期ストックマネジメント計画で策定した点検調査計画に基づき、中井汚水幹線、中

村下汚水幹線、井ノ口汚水幹線等における調査を進めてきました。第Ⅱ期計画では当該箇

所の調査結果に基づく、改築修繕計画並びに新規箇所の点検・調査計画を立案しています。 

今後も、適切なストックマネジメントを実践するため、点検・調査から修繕・改築に至

る維持管理を起点とした一連のプロセスを計画的かつ効率的に実施する必要があります。 

 
出典：令和 6 年度 中井町公共下水道（第Ⅰ期）ストックマネジメント計画  

図 ５.１４ 点検・調査計画図 
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２）  取り組みのあり方（目標と施策） 

下水道に起因する事故の未然防止、下水道経営の適正化のため、ライフサイクルコスト

の最小化の観点も踏まえ、予防保全型の維持管理を実践します。 

また、点検・調査から修繕・改築に至る維持管理を起点とした一連のプロセスに基づく、

マネジメントサイクルの確立を目指します。 

 

＜目標＞ 

マネジメントサイクルの確立 

＜施策＞ 

① 計画的な維持管理の実践 

② 雨天時浸入水対策の実施 

③ 施設及び維持管理情報の一元管理 

④ 官民連携の活用 

 

３）  具体的な施策内容 

① 計画的な維持管理の実践 

膨大な下水道管きょの管理にあたっては、日常的な維持管理の他、老朽化の進行状況を

踏まえた対策を進めます。老朽化対策については、多大な費用と期間を要するため、中長

期的な視点で全体の今後の老朽化状況を捉え、優先順位を加味した施設の改築を進めるこ

とで、事業費の平準化を図るため、計画的な点検・調査を実施し、効率的な修繕・改築を

実施していきます。 

 
出典：国土交通省資料  

図 ５.１５ 改築事業の平準化のイメージ 
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② 雨天時浸入水対策の実施 

本町の下水道排除方式は、汚水と

雨水を別々に排除する分流式下水道

を採用しており、施設の老朽化の進

行等に伴う汚水管きょへの雨水や地

下水の浸入が懸念されることから、

雨天時浸入水に対する実態調査を実

施し、必要に応じて対策を進めま

す。 

 

 

③ 施設及び維持管理情報の一元

管理 

本町における下水道施設

の情報は電子化されていま

すが、整備促進の時代か

ら、本格的な維持管理の時

代へ移行している状況を踏

まえ、日々発生する維持管

理情報等を効率的に活用し

て診断・評価を実践するこ

とで、マネジメントサイク

ルを動かしていく必要があ

ります。そのため、維持管

理情報をデータベース化

し、その結果を蓄積し、施

設の設置状況と併せて管理

することで、今後の点検・

調査、修繕・改築への基礎

資料として活用を図りま

す。 

また、町として最適な台帳の運用を図るため、これまでそれぞれで運用していた台帳

(水道・下水・道路 等)並びに各種地図情報等のシステムの統合を進めています。これに

より、今まで以上に効率的な管理や災害時対応の円滑化などが期待されます。また、各種

情報が統合されるので住民の皆様にもご利用いただきやすいシステムとなる予定です。 

 
出典：雨天時浸入水対策ガイドライン（案） 令和 2年 1 月 

 国土交通省水管理・国土保全局下水道部 

図 ５.１６ 雨天時浸入水の浸入経路のイメージ 

 

出典：維持管理情報等を起点としたマネジメントサイクル確立に向けた

ガイドライン（管路施設編）-2020 年版- 令和 2年 3 月 

国土交通省水管理・国土保全局下水道部 国土交通省国土技術政

策総合研究所下水道研究部 
 

図 ５.１７ 維持管理情報等を起点としたマネジメントサイク

ル 
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出典：維持管理情報等を起点としたマネジメントサイクル確立に向けたガイドライン（管路施設編）-2020 年版-  

令和 2年 3 月 国土交通省水管理・国土保全局下水道部 国土交通省国土技術政策総合研究所下水道研究部 

図 ５.１８ データベースシステムを活用した点検・調査情報の蓄積イメージ 
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④ 官民連携の活用 

内閣府の公表している PPP/PFI 推進アクションプランの令和 5 年度版において、より一

層民間の経営ノウハウの導入による持続可能性の確保等を図る観点から、公共施設等運営

事業及び同方式に準ずる効果が期待できる官民連携方式(両者を総称して「ウォーターPPP」

という)が示されました。同方式には「長期契約」、「性能発注」、「維持管理と更新の

一体マネジメント」、「プロフィットシェア」の 4つの特徴が挙げられます。 

現在、中井町上下水道課においても人材不足の影響を大きく受けている状況であり、こ

のウォーターPPP の導入によってより安定的な事業運営が可能となります。また、民間技

術の活用が十分にでき、町の財政負担が軽減されることなども期待されます。 

ウォーターPPP の導入にあたっては、より効率性を高めるため、上下水道一体での発注

を予定しています。 

 

 

出典：国土交通省水管理・国土保全局下水道部「ウォーターPPPについて」令和 5年 6 月 

図 ５.１９ ウォーターPPPの概要 
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（５）  情報発信の充実 

１）  取り組みの必要性（現状と課題） 

一般に、下水道施設は目にする機会が少なく、下水道の普及が進んだ現在では、生活の

中でその存在を意識することは、少ないものと思慮されます。 

下水道事業を持続的なものとするためには、下水道を適切に使用していただくことが必

要であり、住民・事業者の協力がなければ成り立ちません。 

したがって、下水道事業に対する住民・事業者の理解の向上を図る取り組みを積極的に

行っていく必要があります。 

 

２）  取り組みのあり方（目標と施策） 

地域における情報発信・下水道の見える化を図るため、各種イベントや広報活動を行い

ます。この活動により、住民・事業者の下水道事業への理解を深め、住民・事業者と連携

のもと、適切に下水道事業を運営していきます。 

また、下水道に関するイベント等を通じて、地域の活性化に貢献します。 

 

＜目標＞ 

住民・事業者との協業 

＜施策＞ 

① 下水道イベント及び広報活動の実施 

② マンホールカードの配布 

③ 下水道経営状況の開示 

 

３）  具体的な施策内容 

① 下水道イベント及び広報活動の

実施 

下水道の役割や効果等を住民・事業者

へ理解してもらうため、神奈川県や公益

社団法人神奈川県下水道公社等と協力

し、各種イベント（美・緑なかいフェス

ティバル、下水道ふれあいまつり等）に

て下水道事業の PR を実施するとともに、

下水道の日（毎年 9 月 10 日）に合わせた

広報紙への掲載を継続します。 

また、本町の水洗化率は令和 6 年度末

 

図 ５.２０ 広報紙への掲載（令和7年9月号） 
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で 81.7％と低い状況にあることから、戸別訪問等を実施し、下水道事業への理解、接続に

対する協力をお願いしていきます。 

 

② マンホールカードの配布 

デザインマンホールをモチーフにしたマンホールカードを配布することにより、多くの方に下

水道や環境に興味を持っていただけるよう努めます。マンホールカードは、産官学の連携により

設立された「下水道広報プラットホーム（GKP）」により、マンホール蓋の魅力を伝えるため、地

方公共団体が共同で発行する全国統一様式のカード型広報用パンフレットで、本町では、町役場

上下水道課窓口で配布しています。本町のマンホールカードは第 6 弾（平成 29 年 12 月 9 日）で

発行し、令和７年 9 月末時点で配布枚数は 11,310 枚となりました。カードを求めて全国から多

くの方が来られます。 

 

図 ５.２１ マンホールカード 

 

③ 下水道経営状況の開示 

下水道事業の経営は、一般会計と適正な経費負担区分を前提に、公営企業としての独立

採算制の下に行われるものであり、本町では、資産情報や経営状況を的確に把握し、財政

規律の向上を図るため、令和 2 年 4 月 1 日から地方公営企業法の全部を適用しました。経

営の見える化を図るため、下水道事業会計決算書や経営比較分析表などをホームページ上

にて公開しています。 
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（６）  経営戦略の実践 

１）  取り組みの必要性（現状と課題） 

下水道整備については、概ね進捗しているところですが、今後は当初整備した施設の改

築事業等、事業費の負担が大きくなっていくことが想定されます。 

また、人口推計においては、減少傾向を示しており、下水道使用料の対象となる有収水

量の減少も見込まれます。本町の水洗化率は、低調な推移を示しており、料金収入の確保

が課題となっています。汚水処理費に対する使用料収入の割合は、100％を下回っている

状況です。 

そのような中、下水道事業を持続可能なものとするためには、自らの経営等について的

確な現状把握を行った上で、中長期的な視野に基づく計画的な経営に取り組み、徹底した

効率化、経営健全化を行うことが必要となります。 

本町では、本ビジョンと並行して、将来の収支見通しを踏まえた今後 10 年間の目指す

べき経営目標とそれに向けた具体的な取組を示すべく『中井町公共下水道事業経営戦略』

を策定しました。今後は、この経営戦略に基づき、事業運営を図っていく必要があります。 

本町の経営状況に対する参考として、総務省で公表している下水道事業比較経営診断表

（令和 5年度）を表 5-2に示します。 

 

２）  取り組みのあり方（目標と施策） 

将来にわたって安定的に事業を継続していくために、経営戦略による収支見通しを踏ま

えた事業運営を図ります。 

事業運営にあたっては、適正な執行体制の確保や広域化・共同化の取り組みによる経営

基盤の強化を図るとともに、先に示した雨水対策やストックマネジメントの事業の効率化

等による支出削減と未接続家屋に対する接続促進による有収水量の確保や使用料金体系の

適正化等による収入確保により、財政マネジメントの強化を目指します。 

 

＜目標＞ 

経営基盤と財政マネジメントの強化 

＜施策＞ 

① 適正な執行体制の確保 

② 広域化・共同化（神奈川県等との連携継続） 

③ 収支見通しに基づく事業運営 
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３）  具体的な施策内容 

① 適正な執行体制の確保 

下水道担当職員の減少や人事異動のサイクルを踏まえると、下水道事業の運営に必要な

技術や知識の蓄積が容易ではない状況にあることから、計画的な外部研修への参加など、

職員の研鑽に努めるとともに、今後の事業量に応じた適正な職員数の確保に努めます。 

 

② 広域化・共同化（神奈川県等との連携継続） 

本町は、酒匂川流域下水道構成町として、神奈川県との連携のもと、周辺市町との広域

的な汚水処理が実施されています。 

下水道等の接続可能な事業運営に向けては、『経済・財政再生計画改革工程表 2017 改

定版（平成 29 年 12 月 21 日経済財政諮問会議決定）』において、令和 4 年度までの広

域化・共同化を推進するための目標として全ての都道府県における広域化・共同化に関す

る計画策定を掲げており、国土交通省では、これを踏まえ、関係 3 省（総務省、農水省、

環境省）と連名にて、全ての都道府県において令和 4 年度までに「広域化・共同化計画」

策定することを要請していまいました。結果として、全ての都道府県において令和 4 年度

までに「広域化・共同化計画」が策定され、本町では、神奈川県において策定した「広域

化・共同化計画」に基づき、近隣市町や神奈川県と連携を図っています。 

なお、これまでには下水道使用料徴収システムの共同化や下水道受益者負担金管理シス

テムの共同化に取り組んできました。 

 

③ 収支見通しに基づく事業運営 

『中井町公共下水道事業経営戦略』において、収支見通し検討を実施しています。計画

期間 10 年間については、この収支見通しをもとに、計画的な事業運営を実施することと

していますが、中間年における評価を踏まえ、必要に応じて事業の見直し（ローリング）

を行い、適切な事業運営を図っていきます。 

なお、収入の確保については、先に示した広報活動による未接続解消対策の他、定期的

に適正な使用料金に対する検討を行ない、必要に応じて使用料体系の改定を行います。 
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表 5-2 令和 5年度下水道事業比較経営診断表 

 

出典：総務省 HP 令和 5年度下水道事業経営指標・下水道使用料の概要

　　都道府県名 　処理区域内人口別区分 6,696

　　団体名 　有収水量密度別区分 4.0

　　事業名 　供用開始後年数別区分 25

全国平均 全国平均

R4年度 R5年度 (公共) R4年度 R5年度 (公共)

％ 74.7 75.1 － 80.8 － ％ 117.0 109.7 114.3 106.7 18/38

％ 99.0 98.7 48.3 97.6 － ％ 117.0 109.7 114.6 106.7 6/38

円／月 1,320 1,320 1,881 2,438 － ％ 0.0 0.0 51.3 44.5 1/38

人／ha 27 27 25 60 － ％ 1.8 1.7 1.3 1.2 33/38

％ 72.0 73.2 66.5 64.2 7/38

％ 0.0 0.0 50.3 60.5 26/38 ％ 100.2 99.5 101.7 101.1 16/38

％ 83.1 80.2 80.8 80.8 27/38 千円／人 307 282 289 168 17/38

％ 80.2 80.6 87.3 95.9 29/38

円／㎥ 98.11 98.38 149.73 136.36 35/38

円／㎥ 176.40 150.00 146.54 136.95 7/38

円／㎥ 233.99 216.58 204.32 155.47 10/38

円／㎥ 113.18 99.92 110.01 77.80 4/38

円／㎥ 63.22 50.08 36.53 59.16 24/38

％ 55.6 65.6 102.2 99.6 28/38

％ 41.9 45.4 73.3 87.7 24/38

％ 86.7 98.5 136.1 175.3 22/38

円／人 26,822 22,684 20,450 14,567 21/38

円／人 17,210 15,111 15,352 8,275 13/38

円／人 9,612 7,574 5,097 6,292 29/38

人／人 3,361 3,348 1,773 3,989 8/38

％ 15.5 15.9 11.3 6.4 28/38

R4年度 R5年度 増減額 増減率（％） R4年度 R5年度 増減額 増減率（％）

百万円 553 490 △ 63 △ 11.4 百万円 80 55 △ 25 △ 31.3

百万円 100 100 0 0.0 企業債（非適：地方債） 百万円 80 55 △ 25 △ 31.3

百万円 270 240 △ 30 △ 11.1 繰入金 百万円 0 0 0 0.0

百万円 473 447 △ 26 △ 5.5 百万円 258 238 △ 20 △ 7.8

百万円 38 32 △ 6 △ 15.8 建設改良費 百万円 0 11 11 0.0

減価償却費 百万円 318 313 △ 5 △ 1.6 元金償還金 百万円 258 227 △ 31 △ 12.0

職員給与費 百万円 16 16 0 0.0 百万円 △ 178 △ 183 △ 5 2.8

百万円 80 43 △ 37 △ 46.3 百万円 80 43 △ 37 △ 46.3

※「類型内順位」については

処理区域内人口
　　　　　　　（人）

2.5千㎥/ha以上5千㎥/ha未満
有収水量密度
　　　（千㎥/ｈa)

25年以上
供用開始後年数
　　　　　　　(年）

下水道使用料

繰入金

支払利息

支　　　　　出

収  支  差  引

支　　　　　出

収  支  差  引
純　損　益

（非適：収支再差引）

の場合であれば指標の数値の高い方から、

の場合であれば指標の数値が低い方から数えた順位となる

項　　　　　目

経　　　営　　　状　　　況

収　　　　入 収　　　　入

収　　　益　　　的　　　収　　　支 資　　　本　　　的　　　収　　　支

項　　　　　目

　処理区域内人口1人あたり
　の管理運営費(汚水分）

　処理区域内人口1人あたり
　の維持管理費（汚水分）

　処理区域内人口1人あたり
　の資本費（汚水分）

　汚水処理原価
  （維持管理費）

　汚水処理原価
  （資本費）

　経費回収率
  （維持管理費）

　汚水処理原価(分流式下水道
　等に要する経費控除前）

　経費回収率(分流式下水道
　等に要する経費控除前）

　経費回収率

　汚水処理原価

令 和 5 年 度 下 水 道 事 業 比 較 経 営 診 断 表

類型平均 項　　　目
類型内
順　 位

団　　体
類型平均

類型内
順　 位

神奈川県

中井町

公共下水道

5千以上1万人未満

　有収率

経営の効率性

　水洗化率

団　　体

  処理区域内人口密度

項　　　目

施設の効率性

事業の概要

　進捗率

　職員１人あたりの
  処理区域内人口

　職員給与費対営業収益比率

　固定資産対長期資本比率

財政状態の健全性

　経常収支比率

　事業別資金不足比率

　利子負担率

　総収支比率

　自己資本構成比率

　処理区域内人口１人あたりの
　企業債（地方債）現在高

　使用料単価

　一般家庭用使用料
  （1ヶ月20㎥あたり）

　事業別普及率

　施設利用率

0.6

0.8

1

1.2

1.4
1

2

34

5

団体 類型平均 全国平均

経営の効率性
(汚水処理原価（分流式下
水道等に要する経費を控
除する前））

【参考】分流式下水道等に
要する経費を控除する前
の経費回収率

個 別 事 業 効 率 性 の 類 型 平 均、全 国 平 均 と の 比 較

※類型平均を１とした場合の類型平均及び全国平均との比較

※「経営の効率性」については、外側ほど効率性が高い（汚水処理原価が低い）。

投資の効率性
（水洗化率）

経営の健全性
（経費回収率）

施設の効率性
（有収率）
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第２節 取り組みスケジュール 

将来像の実現に向けた取組スケジュールを以下に示します。 

 

表 5-3 取り組みスケジュール  

 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

① 効率的な施設計画の策定

② 汚水管渠整備

① 雨水管理総合計画の策定

② 雨水管渠及び流出抑制施設の整備

　　（ハード対策の実施）

③ ソフト対策の実施

① 重要な幹線等の耐震化促進

② 業務継続計画（下水道ＢＣＰ）

　　の実践

① 計画的な維持管理の実践

② 雨天時浸入水対策の実施

③ 施設及び維持管理情報の

　　一元管理

④ 官民連携の活用

① 環境・下水道イベント及び

　　広報活動の実施

② マンホールカードの配布

③ 下水道経営状況の開示

① 適正な執行体制の確保

② 広域化・共同化

　　（神奈川県等との連携継続）

③ 収支見通しに基づく事業運営

令和

汚水整備

主な
施策

目標／取組内容

目標：汚水処理施設の早期概成

経営戦略の

実践

目標：マネジメントサイクルの確立

浸水対策

地震対策

目標：浸水被害の軽減（総合的な浸水対策の実施）

目標：地震被害の軽減（総合的な地震対策の実施）

目標：住民・事業者との協業

目標：将来にわたる安定した事業継続

情報発信

の充実

維持管理
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第６章 フォローアップ 

第１節 目標の設定（進捗管理） 

前回ビジョンで掲げた業務指標による評価及び本ビジョンにおける目標（進捗管理値）

の設定を以下に示します。 

なお、業務指標（PI）とは、『下水道維持管理サービス向上のためのガイドライン

（2007 年版）（社）日本下水道協会』に示されており、効率的で質の高い下水道維持管理

サービスを提供するために配慮すべき事項を定量化し、定義された算定式により評価する

ものです。 

汚水排水整備率と水洗化率に関して、向上を目指すことに加え、必要に応じて浄化槽へ

の転換なども検討する必要があることから、後期計画期間における目標は、現状値からの

向上としました。種々の条件を踏まえ、段階的な整備・最適な整備を推進します。 

使用料単価については、その指標単独ではその数値の良し悪しを判断しにくいことから、

後期計画の目標からは削除とします。使用料金の適正化については経費回収率の値などを

基に引き続き検討します。 

表 6-1 業務指標による進捗管理（本ビジョンの進捗並びに後期計画の目標設定） 

  
※  管きょ整備が必要な区域に対しての目標値 

注1. 汚水排水整備率及び雨水排水整備率に対する前回ビジョンの評価の計画面積は、全体計画見直し後の面積によるも

のである。 

定　　　　　　義
本ビジョン後期計画

における目標
（進捗管理値）

算　　定　　式
策定時値

(令和2年度)
R12目標値

現状値
(令和6年度)

達成状況 R12目標値

＝整備済面積／汚水計画面積×100

【下水道処理区域人口のうち下水道へ接続している人口】

＝下水道接続人口/下水道処理人口×100

【1年間に調査した管きょ延長の比率】

＝管きょ調査延長/下水道維持管理延長×100

【1年間に発生した下水道管きょ1km当たり陥没箇所数】

＝道路陥没箇所数/下水道維持管理延長

＝整備済面積／雨水計画面積×100

【1年間に下水道管理者が通報を受けて文書化した苦情件数】

＝苦情総件数/下水道処理人口

【下水道処理人口1人当たり汚水処理費（維持管理費）】

＝汚水処理費（維持管理費）/下水道処理人口

【下水道処理人口1人当たり汚水処理費（資本費）】

＝汚水処理費（資本費）/下水道処理人口

【有収水量の汚水処理水量に対する比率】

＝年間有収水量/年間総汚水処理水量×100

【有収水量1m3当たりの使用量収入】

＝下水道使用料収入/年間有収水量×1000

【汚水処理に要した費用に対する下水道使用料による回収率】

＝下水道使用料収入/汚水処理費×100

達成

達成

向上を図る

向上を図る

現状維持
点検調査計画
に基づき実施

現状維持

向上を図る
雨水管理総合計画
に基づき実施

現状維持

低減を図る

低減を図る

向上を図る

削除

向上を図る

未達成

達成

未達成

達成

未達成

現時点の評価

未達成

未達成

達成

達成

0%

80.4

82.5%

81.7%

0%

67.3%

11.8

業務指標名 単位

本ビジョン策定時
における目標
（進捗管理値）

汚水排水整備率 ％

【下水道での汚水排除が必要な全体面積のうち整備完了した面積比率】

82.5% 100%

水洗化率 ％ 75.0% 100%

管きょ調査率 ％ 2.6%
現状維持

点検調査計画
に基づき実施

管きょ1km当たり
陥没箇所数

箇所/km 0% 現状維持

雨水排水整備率 ％

【下水道での雨水排除が必要な全体面積のうち整備完了した面積比率】

67.3%
向上を図る

雨水管理総合計画
に基づき実施

下水道サービスに
対する苦情件数

件 0% 現状維持

150未満
使用料金の適正化を

定期的に検討
必要に応じて料金改

定

下水道処理人口
１人当たり汚水処理費
（維持管理費）

円/人 15,276 低減を図る

下水道処理人口
１人当たり汚水処理費
（資本費）

円/人 10,148 低減を図る

97.5

61.1

18,958

5,021

経費回収率 ％ 57.4 向上を図る

有収率 ％ 86.4 向上を図る

使用料単価 円/m3 98.0
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第２節 計画の管理（評価・見直し） 

今後の事業を効率的・効果的に実施するためには、下水道事業全体における各事業の位

置付けや各事業間の関連などを把握することが重要であり、これらの事業はひとつのサイ

クルとして捉えることができます。 

第 1段階の計画（PLAN）、第 2段階の実施（DO）、第 3段階の確認（CHECK）、第 4段階

の改善（ACTION）の 4段階があり、一般に PDCAサイクルと呼ばれています。 

各事業の立案・実施後に実施状況や効果等を検証し、必要に応じて事業の見直しを行う

こととします。これにより、下水道事業を効率的・効果的に実施していきます。 

 

 

図 ６.１ PDCAサイクルに基づく管理 
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用語集 

 

【あ行】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

⚫ 一般会計 

会計区分の一つで、地方公共団体の行政運営の基本的な経費を網羅した会計のこと。 

これに対し、特定の事業を行ったり、特定の歳入を特定の歳出に充てたりするため、経理を

独立して設けられるものを特別会計という。下水道事業は、特別会計に属する。 

⚫ 雨水管理総合計画 

下水道による浸水対策を実施する上で，当面・中期・長期にわたる，下水道による浸水対策

を実施すべき区域や目標とする整備水準，施設整備の方針等の基本的な事項を定めるもので

ある。 

⚫ 雨水排水整備率 

下水道で雨水排除を予定している区域のうち雨水の施設整備が完了した区域の面積の割合。 

⚫ 雨天時浸入水 

降雨時に分流式下水道の汚水管きょへ浸入する雨水や地下水のこと。 

⚫ 汚水排水整備率 

行政区域内に住んでいる人口のうち、下水道を利用できる区域に住んでいる人口の割合。 

⚫ 汚泥 

下水処理場などから発生する泥状物質の総称。 

 

【か行】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

⚫ 改築 

排水区域の拡張などに起因しない対象施設の全部または一部（修繕に該当するものを除く）

の再建設あるいは取り替えを行うこと。 

⚫ 環境基準 

国や地方公共団体が公害防止対策を進めるために設定する望ましい環境の質のレベル。環境

基本法第 16 条により「政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染および騒音に係る環

境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、および生活環境を保全するうえで維持

されることが望ましい基準を定めるものとする」と規定されている。 

⚫ 管きょ 1km 当たり陥没箇所数 

維持管理が必要な管きょ延長（下水道敷設管きょ総延長）のうち、下水道管きょに発生した

異常が原因で引き起こされた道路陥没および舗装の落ち込みで、下水道管理者が把握した箇

所数。 
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⚫ 管きょ調査率 

維持管理が必要な管きょ延長（下水道敷設管きょ総延長）のうち、調査を実施した管きょの

延長割合。 

⚫ 幹線管きょ 

下水排除施設の骨格をなす管路、ポンプ場計画を策定するための中心的な管きょ。 

⚫ 官民連携 

公共施設等の建設、維持管理、運営等を行政(官)と民間(民)が連携して行うことによって、

民間の創意工夫や技術等を活用し、財政資金の効率的使用や行政の効率化を図る手法。 

⚫ 管理センター 

終末処理場に対する呼称。下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域または海域に放

流するために、下水道の施設として設けられる処理施設およびこれを補完する施設。 

⚫ 計画降雨 

浸水被害の発生を防止するための下水道施設の整備の目標として事業計画に位置付けられる

降雨。 

⚫ 経費回収率 

汚水処理に要した費用（維持管理費と資本費の合計）に対する下水道使用料で回収できた割

合。 

⚫ 下水道サービスに対する苦情件数 

下水道管理者が住民からの連絡を受けて、文書化したもののうち苦情の件数。 

⚫ 下水道使用料 

下水道の維持管理費などの経費に充てるため、下水道管理者が条例に基づき使用者から徴収

する使用料。 

⚫ 下水道処理人口 1 人当たり汚水処理費（維持管理費） 

公共下水道が整備され汚水を処理場にて処理可能となっている区域の人口 1 人当たりの維持

管理（動力費、薬品費など）にかかる汚水処理費用。 

⚫ 下水道処理人口 1 人当たり汚水処理費（資本費） 

公共下水道が整備され汚水を処理場にて処理可能となっている区域の 1 人当たりの資本費

（地方債元利償還費）にかかる汚水処理費。 

⚫ 下水道処理人口普及率 

行政区域内の総人口に占める処理区域内人口の比率。 

通常は処理人口普及率、すなわち、行政区域内の総人口に占める処理区域内人口の比率をい

い、百分率で表す。また、対象とする区域の総面積のうち、下水道が整備されている面積の

比率で定義される面積普及率（percentage of seweredarea）を用いる場合もある。 

⚫ 下水道台帳 

下水道法で、その作成と保管が義務付けられている管路施設、ポンプ施設、処理場施設の位

置、構造、仕様および設置時期などを記載した台帳。  
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⚫ 下水道ＢＣＰ 

リソースが相当程度の制約を受けた場合を想定して、下水道機能の継続、早期回復を図るた

めの計画である。非常時対応計画、事前対策計画、訓練・維持改善計画などから構成される。 

⚫ 減災対策 

地震対策で防災目標に対する恒久的なハード整備が完了する前に，または対策が十分に行え

ない箇所等について、下水道が果たすべき最低限の機能を暫定的に補うために必要な対策の

こと。 

⚫ 広域化・共同化計画 

人口減少に伴う使用料収入の減少、職員数の減少による執行体制の脆弱化や既存ストックの

大量更新期の到来などの汚水処理施設の事業運営に係る多くの課題を踏まえ、持続可能な事

業運営を推進するための計画。 

⚫ 降雨強度 

降雨の強弱を、単位時間あたりの降雨量（通常 mm/h）で表したもの。 

⚫ 公営企業 

上水道その他の給水事業、下水道事業、電気事業、ガス事業、軌道事業、自動車運送事業、

船舶その他の運送事業その他地方公共団体が企業として経営する事業である（地方財政法第

5 条第 1 項）。 

⚫ 公共下水道 

主として市街地における下水を排除し、または処理するために地方公共団体が管理する下水

道で、終末処理場を有するものまたは流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除

すべき排水施設の相当部分が暗きょである構造のもの。（下水道法第 2 条第 3 号）。 

⚫ 公共用水域 

水質汚濁防止法に定められる公共利用のための水域や水路（河川、湖沼、港湾、沿岸海域、

公共溝きょ、かんがい用水路、その他の公共の用に供される水域または水路）のこと。 

⚫ 洪水ハザードマップ 

洪水浸水想定区域図に洪水予報等の伝達方法、避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難

の確保を図るために必要な事項等を記載したマップのこと。 
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【さ行】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

⚫ 自助 

住民もしくは施設管理者等が自身の責任において浸水被害を軽減するために行う活動で、止

水板や土のうの設置、避難活動等のこと。 

 

⚫ 事業計画 

公共下水道または流域下水道を管理する者は、これを設置しようとするときには、下水道法

の規定により予め事業計画を策定し、国土交通大臣または都道府県知事の認可を必要とする。 

この手続きを事業認可という。また、都市計画事業として施行する場合には、都市計画法の

規定による事業認可が必要である。 

事業認可に定めた計画を実施するため、事業計画期間（通常 5 〜 10 年）における年次ごと

に定められた計画をいう。 

⚫ 資本費 

事業の管理運営に要する経費で、維持管理費に対する用語。減価償却費、企業債支払利息、

資産減耗費などが含まれる。 

⚫ 修繕 

施設の機能が維持されるよう部分的に補強、取り替えなどにより修復すること。 

⚫ 浄化槽 

各家庭に設置できる小規模な水処理装置。生活雑排水とし尿の両方の処理が可能なタイプを

合併処理浄化槽、し尿のみの処理が可能なタイプを単独処理浄化槽という。現在では、合併

処理浄化槽の設置のみが可能である。 

⚫ 使用料単価 

使用料の徴収対象となった年間の汚水量のうち 1m3 当たりの下水道使用料収入の金額。 

⚫ 照査降雨 

ハード対策及びソフト対策による総合的な浸水対策計画（下水道浸水被害軽減総合計画等）

を策定する上で，公助・自助によるハード対策及びソフト対策の検討を行う場合に対象とす

る降雨。 

⚫ 処理区域 

排水区域のうち排除された下水を終末処理場により処理することができる地域で下水道法第

9 条第 2 項において準用する同条第 1 項の規定により公示された区域。 

⚫ 水洗化率 

下水道を利用できる区域に住んでいる人口のうち、下水道に接続した人口の割合。 

⚫ ストックマネジメント計画 

長期的な視点で下水道施設全体の今後の老朽化進展状況を考慮し、優先順位付けを行ったう

えで、施設の点検・調査、修繕・改善を実施し、施設全体を対象とした施設管理を最適化す

る計画。 
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⚫ 生活雑排水 

一般家庭などからでるし尿以外の排水のことで、台所、洗濯、風呂などからでる排水。 

⚫ 全体計画 

各マスタープランに定められた目標に基づき、将来的な下水道施設の配置計画を定めるもの。 

⚫ 想定最大規模降雨 

水防法第 14 条第 1 項に規定する想定し得る最大規模の降雨であって国土交通大臣が定める

基準（平成 27年 7月 19 日国土交通省告示第 869号）に該当するもの。 

⚫ ソフト対策（浸水対策） 

維持管理・体制，情報収集・提供，施設の効率的・効果的運用，自助対策の支援等による 

浸水対策をいう。公助・共助・自助による対策がある。 

 

【た行】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

⚫ 地球温暖化 

人間の活動により二酸化炭素などの温室効果ガスが大気中に蓄積することにより生じる気温

の上昇や降水量の変化などの気象変化。 

⚫ 地方債 

地方公共団体が資金調達のために借入れることによる債務で、その償還が一会計年度を越え

て行われるものをいう。 

⚫ 調査 

施設・設備の健全度評価や予測のため、定量的に劣化の実態や動向を確認すること。管路施

設にあっては、管内に潜行する調査員による目視、または、下水道管きょ用テレビカメラを

挿入する方法等により、詳細な劣化状況や動向等を定量的に確認するとともに、原因を検討

すること。 

⚫ 点検 

施設・設備の状態を把握するとともに、異状の有無を確認すること。管路施設にあっては、

マンホール内部からの目視や、地上からマンホール内に管口テレビカメラを挿入する方法等

により、異状の有無を確認すること。 

処理場等施設・設備にあっては、機能維持のために定期的に目視や測定装置の使用等により、

異状の有無を確認すること。 

 

【な行】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

⚫ 内水 

水防法第 2 条第 1 項に規定される雨水出水を指し、一時的に大量の降雨が生じた場合におい

て下水道その他の排水施設に当該雨水を排除できないこと又は下水道その他の排水施設から

河川その他の公共の水域若しくは海域に当該雨水を排除できないことによる出水。 
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【は行】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

⚫ ハザードマップ 

自然災害が予測される地点、被害の範囲および程度、さらには避難経路、避難場所等の情報

を分かりやすく表示した地図をいう。 

⚫ ハード対策（浸水対策） 

管路施設，ポンプ施設，貯留浸透施設等，施設そのものによる浸水対策をいう。公助・共 

助・自助による対策がある。 

⚫ BOD 

生物化学的酸素要求量のことで、溶存酸素の存在のもとで、有機物が生物学的に分解され安

定化するために要する酸素量をいい、水の汚濁状態を表す指標の一つ。 

⚫ PDCA サイクル 

Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（改善）の 4 段階を順次行い、継続的に事

業を改善するための運営管理、品質管理の手法の一つ。 

 

【ま行】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

⚫ マグニチュード 

地震そのものの規模（エネルギー量）を表す尺度。また、その数値のこと。震度とは異なる。 

 

【や行】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

⚫ 有収率 

管理センターで処理した年間の総汚水処理水量のうち、使用料の徴収対応となった水量（有

収水量）の割合。 

⚫ 予防保全型の維持管理 

点検や調査結果をもとに、劣化予測および経済的となる施設の延命対策を施し、施設の変状

や劣化による性能の低下を事前に防止する管理手法のこと。これにより、事故の未然防止に

つながる。 

 

【ら行】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

⚫ ライフサイクルコスト 

ある施設における初期建設コストと、その後の維持管理更新費用等を含めた生涯費用の総計。 

⚫ 流域関連公共下水道 

主として市街地における下水を排除し、または処理するために地方公共団体が管理する下水

道で、流域下水道に接続するもの。 

⚫ 流域下水道 

2 以上の市町村からの下水を受け処理するための下水道で、終末処理場と幹線管きょからな

る。事業主体は原則として都道府県である。 
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⚫ 流出係数 

降雨量に対する水路、管きょなどに流出する雨水量の比率。 

⚫ 流出抑制施設 

近年の急激な都市化による雨水流出量の先鋭化と流出量の増加に起因する浸水を防止するた

め、雨水流出量を減少させたり、流出ピークを平準化させる施設のこと。 

 


